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上尾市は、7月15日㈯に市制施行65周年を迎えます。昭和30年1月1日に上尾町、平方町、原市町、大石村、上平村、大
谷村の3町3村が合併して上尾町になり、その3年後の昭和33年7月15日の市制施行で上尾市が誕生しました。市制施行
65周年を迎えるにあたり、わが街の魅力を地区ごとに紹介します。今月は｢原市地区｣です。

わが街

原市地区(旧原市町)は、上尾市の南東部に位置し、東部に原市沼川・綾瀬
川・見沼代用水、西部には芝川が流れ、国道16号が横断し、埼玉新都市交通
伊奈線ニューシャトルの沼南・原市駅があります。
明治22年の町村制施行に伴い原市村となり、大正2年に瓦葺村と合併して

原市町となりました。
地名の由来は、吉野原村(現さいたま市北区吉野町)が｢原村｣と呼ばれ、現

在の原市地区周辺で江戸時代初期に市が開かれるようになったことから｢原
市｣となったという説があります。

こんなトコ！
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応募フォームまたははがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、市内のお勧め
ポイントを記入して、4月14日㈮まで（必
着）に広報広聴課(〒362-8501
本町3-1-1）へ　※応募者には
粗品を差し上げます。

市ホームページ

皆さんからの
いいトコ！こんなトコ！
皆さんからの
いいトコ！こんなトコ！

大募集

第３回
原市地区

　AR動画で原市地区の
昔の写真が見られます。
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R｣ アプリを起
動後、アッピーの画像に
スマートフォ
ンをかざして
ください。 瓦葺掛樋

A R上尾今昔写真館

瓦葺掛
かけ

樋
どい

は、江戸時代中期に見沼代用水と綾瀬川が立体的に交差できるよう綾瀬川の上
に掛けられ、灌

かん

漑
がい

用水路(耕作地のための水路)として整備されました。
設置当初は木製だった掛樋は、改修を繰り返し、明治時代に鉄製となりました。また、橋

脚の煉
れん

瓦
が

は東京駅と同じ上
じょう

敷
しき

免
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村(現深谷市)で製造されたものが使用されています。
現在は川の下を潜る伏

ふせ

越
こし

となり掛樋はありませんが、明治時代の重要構造物として当時
の土木技術を伝える貴重な文化財となっています。

市登録史跡　瓦葺掛樋跡いいトコ！１

現在の瓦葺掛樋跡

｢市｣は江戸時代から広まりました。菖蒲・岩槻方面から
の道が交わり、交通の要地となっていたため、明治・大正
時代にかけて盛況でした。3と8のつく日に開催される三

さん

・
八
ぱち

の市では米穀を中心に日用品などが売られました。また、
だるま市(2月)や雛

ひな

市(3月)などの季
節の市もありました。昭和初期に市
は開かれなくなりましたが、原市大
通りには広い前庭を持つ家並みが
見られ、当時の面影が残っています。

原市の市いいトコ！２

東北・上越新幹線の建設に伴い、昭和58年12月に開業しまし
た。ニューシャトルの車輪は貨物自動車と同じようなゴムタイ
ヤを使用し、他の鉄道と比べて騒音・振動が少ない構造になっ
ています。また、
すぐ隣に新幹線が
通り、新幹線と並
走する姿が鉄道
ファンからも人気
です。

地域住民の足ニューシャトルいいトコ！３

ニューシャトルの車両
だるま市

2月12日に、上尾運動公園で上尾市民駅伝大会
が開催され、3年ぶりのたすきリレーに感極まり
ました。前々日に雪が降ったことで開催が心配さ
れましたが、当日は朝から好天に恵まれ駅伝日和
となりました。
この大会は、小学生から一般の部まであり、多
くの市民の皆さまに参加いただきました。選手の
皆さんが一生懸命に走る姿がとても印象的で、ス
ポーツ交流事業として招待した、福島県本宮市の
小・中学生のチームも素晴らしい成績を残されま
した。本宮市とは、これまでも被災地の復興支援
として、スポーツを通した地域交流を行ってまい
りました。昨年開催された本宮市の駅伝大会にも、
上尾市のチームを招待していただくなど、相互に

交流を図っております。冬の寒さの厳しい中、そ
れぞれのチームの皆さんは、たくさんの練習を重
ねてきたものと思います。その努力の成果が存分
に発揮されていて、私にとっても思い出深い一日
となりました。また来年の大会にたすきがつなが
れることを楽しみにしているとともに、誰もがス
ポーツを楽しみながら健康で活力に満ちあふれて
いけるよう、私も力を尽くしてまいります。
3月4日には市民体育館で上尾市レクリエーショ
ン大会が開催されます。ペタンクや、健康を目的
としたスポーツウエルネス吹矢など、誰でも気軽
に楽しめるスポーツ体験ができます。ぜひお越し
ください。

5月8日㈪から感染症法上の位置付けが変更
1月27日に国が新型コロナウイルス感染症の感
染症法上の位置付けを現在の2類相当から季節性
インフルエンザと同じ5類に移行する方針を決定
しました。
詳しい内容が決まり次第、市ホームページなど
でお知らせします。

後遺症外来
新型コロナウイルスに感染した後、症状が慢性化したり、新
たな症状が出現したりする人がいます。後遺症の疑いがある場
合は、まずは県ホームページ掲載の専用チェックシ
ートで受診する必要があるか確認し、後遺症外来の
受診を検討してください。詳しくは、県ホームペー
ジをご覧ください。

■健康増進課（西保健センター） �774―1411・�776―7355
■市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
�0570―002―203（毎日9～17時）

新新型型ココロロナナワワククチチンン関関連連情情報報 接種費用
無料

4月以降の新型コロナワクチン接種
国は4月以降も必要な接種を自己負担なしで継続することや、追加接種を秋冬に実施するなどの方向性を示しました。
具体的な内容は現時点では未定です。内容が決まり次第、『広報あげお』や市ホームページなどでお知らせします。

予防接種健康被害救済制度
予防接種により、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、ごくまれに健康被害が生
じることがあります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 �電話で事前連絡の上、直接西
保健センターへ

ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種の強制や接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
�0120―761―770（毎日9～21時）ワクチン全般西保健センター

�774―1411（平日8時30分～17時）
健康被害
救済制度

問い合
わせ先

県ホームページ

健康増進課 �774―1414・�774―8188

接種券の再発行は、市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターで受け付けています。

開会式であいさつ

新型コロナウイルス関連情報

3年ぶりのたすきリレー

市ホームページ

厚生労働省
ホームページ
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